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志津南学区広報委員会規則 

 

 （総則）  

第１条 この規則は、地域広報紙誌とウェブサイトの円滑な運営を図るため、掲載情報の作成、 運営・管理、

およびその利用等に関し必要な事項を定める。  

 

（目的）  

第２条 志津南学区広報委員会（以下「広報委員会」という）は、志津南学区のまちづくりを進 めるため、地

域広報紙「志津南ニュース」ならびにウェブサイト「shizu373.net」を通じて、まちづくりの活動情報、

地域イベント、講座、行政情報などの情報発信を行うと共に、まちづ くり活動に必要なＩＴ能力の普

及に努める。  

 

（組織） 

 第３条 広報委員会は、次の団体の代表者で構成する。  

（１）志津南学区まちづくり協議会理事会  

（２）志津南まちづくりセンター 

 （３）志津南学区社会福祉協議会 

 （４）志津南学区民生委員児童委員協議会  

（５）志津南小学校地域コーディネイター  

（６）その他、志津南学区住民で、活動の推進のため広報委員会が認めた者 

 ２ 広報委員会には、委員長１名、副委員長１名を置き、委員長は原則（１）の代表者がこの任に就き、副委

員長は委員の中から互選する。  

 

（役員の任務） 

 第４条 委員長は委員会を総括し、委員会を代表する。 

 ２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代行する。  

 

（委員の任期） 

 第５条 委員の任期は４月１日より１年間とする。ただし、団体の都合により、代表者を交替することはこの限

りでなく、双方に異論がない場合は自動更新とする。 

 ２ 委員の再任は妨げないものとする。  

 

（広報委員会の業務）  

第６条 広報委員会（以下「委員会」という）は次に掲げる業務を行う。  

（１）「志津南ニュース」の発行と町内会など関係個所への配布 

  （２）「shizu373.net」の運営、管理  
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（３）その他、まちづくり協議会が必要と認めた業務  

  

（作業部会）  

第７条 委員会は、広報紙誌作成やウェブサイト作成および維持管理などに関し、専門の作業部 会（以下

「部会」という）をおくことができる。 

 ２ 次のような部会を設ける。  

（１）「志津南ニュース」の作成・発行  

（２）「shizu373.net」のコンテンツ制作及び維持・管理  

（３）ＩＴ活用能力の向上を目的とした各種研修の実施  

（４）その他、広報委員会が必要と認めたもの  

３ 部会には、部会長１名、副部会長１名をおく。 

 （１）部会長はまちづくり協議会が広報委員の中から選出し、作業部会を総括し、円滑な実務遂行に努める。  

（２）副部会長は同じく広報委員より選出し、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときはその 職務を代行

する。  

４ 部会には、必要に応じてアドバイザー及びまちづくり協議会が委嘱した協力員を置くことができる。 

 ５ 部会事務局を志津南まちづくりセンター内におく。  

 

（発信情報） 

 第７条 地域のまちづくりや各種団体の活動に関連する情報で、志津南ニュースならびに shizu373.net に

掲載することが有効と判断されるもの、および、その他委員会で住民の共有が必要と 判断した情報とす

る。  

２ 次に該当するものは掲載しない。 

  （１）法令または条例に違反するもの、および違反のおそれがあるもの。 

（２）第三者を誹謗または中傷するもの、および第三者へ不利益を与えるもの。  

（３）政治活動、宗教活動、選挙運動またはこれらに類似するもの。  

（４）公序良俗に反するもの。  

（５）営利を目的とするもの、ただし、まちづくり活動を活性化させるという視点で有意義な内 容である場

合は、その限りではない。  

（６）その他、委員会が適当でないと判断したもの。  

 

（情報管理）  

第８条 志津南ニュース、shizu373.net の適正な利用を図るため、部会では次の事項を行い、部会長が責任

を負う。 

 （２）データの保守・管理  

（３）データの定期的なバックアップ 

 （４）セキュリティへの配慮  

（５）ウェブアクセシビリティへの配慮 
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（ウェブコンテンツの削除）  

第９条 委員会は、本規則に違反した内容を含む情報、もしくは利用者から妥当と認められる削 除または訂

正請求があった場合、調査のうえ情報の訂正ならびに利用停止や削除等の措置をとるものとする。 

 ２ 委員会は、古くなった情報などを情報提供者及び掲載依頼者の承諾を得ることなく、削除を 行うことが

できる。  

 

（ウェブサイトの停止）  

第１０条 設備等の点検・保守などやむを得ずサイトを停止することがある。 

 ２ 停止する時はあらかじめその旨をサイト上で通知する。  

３ 天災地変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は予告なくサイト を停止す

ることがある。 

  

（個人情報保護・著作権等） 

 第１１条 委員会は、個人を識別することのできる情報（以下「個人情報」という）が、適正に 管理され、本事

業の目的以外に使用されることを防止するため、プライバシーポリシー（個人 情報保護方針）を指定し、

これに基づいて事業を実施する。  

２ 志津南ニュースならびに志津南ネットに掲載されている記事、イラストなど文字・画像等の コンテンツの

著作権は、まちづくり協議会に所属するものとする。  

 

（免責事項）  

第１３条 委員会は、利用者が志津南ニュースならびに shizu373.net の情報に起因して生じた損 害につい

て、一切の責任を負わない。 

 

（その他）  

第１４条 この規則に定めるもののほか「志津南ニュース」ならびに「志津南ネット」の運営に 必要な事項は

委員会で定める事ができる。 
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shizu373.netのプライバシーポリシー 

（個人情報保護に関する方針） 

 広報委員会では、多くの情報を取り扱う部署として個人情報の安全管理を重要な社会的責任で あると認

識し、以下のプライバシーポリシー（個人情報保護に関する方針）を定め、この方針に 従って個人情報の

適切な取り扱い、管理に努めます。  

１．個人情報の収集・利用  

（１）広報委員会（以下「委員会」という）が、個人（もしくは団体）から情報を収集する場合、 その具体的目

的を明らかにするとともに、収集及び利用について本人（団体ならば代表責任者） の同意を得ることとし

ます。（なお、行政情報、適法な情報公開、報道によってすでに公開されている情報についてはこれに

含まれません） 

 （２）委員会が収集した個人情報を本人の同意なく外部に公開・提供することは原則としてあり ません。た

だし、法律や法的拘束力のある命令等による場合を除きます。 

（３）収集した個人情報について、本人から開示、もしくは訂正・削除の請求があった場合、す みやかに必

要な調査を実施した上で、合理的な範囲でこれに対処します。 

２．個人情報の管理及び安全対策  

（１）委員会は、志津南ネットにおいて個人情報の漏えい等を防止し、適正に管理されるよう必 要な対策を

実施します。  

（２）委員会は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。  

（３）委員会が個人情報の処理等を外部委託する場合、契約書等で漏えいや再提供・目的外使用 を行わ

ないよう情報の取り扱いに関する事項を定め、適切な管理を実施します。  

３．そのほかの事項  

（１）委員会は、個人情報の保護及び取り扱いに関し、法令その他の規範を遵守し、管理体制を 充実する

とともに、本プライバシーポリシーを必要に応じて見直し、改善に努めます。  

（２）当サイトからリンクしている別サイトに関し、委員会はいかなる責任も負いません。 ※個人情報に関す

る質問、相談は、電話、メールで受け付けます。  

 

 

事務局：志津南学区広報委員会（志津南まちづくりセンター内） 

  TEL：563-6206 担当：長谷川・安澤  

  E-Mail：shizu373@machikyou.ｊｐ 
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志津南学区広報委員会名簿 

    

 役 職 氏名 選出母体 

委  員  長 四 方 道 治 志津南学区まちづくり協議会 

編 集 委 員 長 吉 田 知 津 子 協力員（ＰＣインストラクター） 

委 員 髙 田  稔 協力員（元気クラブ代表） 

委 員 河 辺 達 也 社会福祉協議会会長 

委 員 垣  根  和  子 協力員（元・民児協会長ほか） 

委 員 北  恵 子 地域コーディネイター 

委 員 太 田  俊 作 協力員（学識経験者） 

事 務 局 妹  尾  志  郎 協力員（まち協副会長） 

事 務 局 長  谷  川  佳  子 まちづくりセンター長 

事 務 局 安 澤 早 苗 まちづくりセンター職員 

   

shizu373.net 管理者 

部 会 長 吉 田 知 津 子 広報編集委員長 

副 部 会 長 長 谷 川 佳 子 まちづくりセンター長 

部 員 まちづくりセンター職員全員 


